
東京都港区芝三丁目３３番１号

中央三井信託銀行株式会社

取締役社長　田辺　和夫

貸借対照表（平成２０年３月３１日現在）

（単位：百万円）
金　　　　額   金　　　　額

（ 資  産  の  部 ） （ 負　債  の  部 ）
１８４,１０７  ８,３３０,８１２  

現 金 ３４,０３３  当 座 預 金 ８９,９５１  
預 け 金 １５０,０７４  普 通 預 金 １,３３３,９８２  

２０３,０００  貯 蓄 預 金 ３,９４６  
１０４,００３  通 知 預 金 ７,９８９  
１１１,４２２  定 期 預 金 ６,８３１,９５８  

４２,８８６  そ の 他 の 預 金 ６２,９８４  
商 品 有 価 証 券 ４９  ６６３,３４０  
特 定 金 融 派 生 商 品 １２,８８０  ２００,０８１  
そ の 他 の 特 定 取 引 資 産 ２９,９５６  ２４,１９７  

４,５７７,５１４  １,７９７,１２１  
国 債 ２,０２１,０６８  ８,１８５  
地 方 債 １,２９５  ８,１８５  
社 債 ３４６,３８０  ４７４,３６９  
株 式 ８３３,７４４  ４７４,３６９  
そ の 他 の 証 券 １,３７５,０２５  １０  

７,８４７,３１４  ９  
割 引 手 形 ７,４７７  ０  
手 形 貸 付 ８９７,９８７  １  
証 書 貸 付 ６,１２９,２９３  １７６,２６１  
当 座 貸 越 ８１２,５５５  １,０５１,８３９  

８１１  １４６,２１１  
外 国 他 店 預 け ８１１  ２  

３４９,４７３  １,６２８  
未 決 済 為 替 貸 ２  ４４,２２５  
前 払 費 用 ８７７  １,７９０  
未 収 収 益 ３５,３６９  ４,４６１  
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 ９９  ２４  
先 物 取 引 差 金 勘 定 ６３  ４５,９１５  
金 融 派 生 商 品 ４４,４５５  ４８,１６３  
そ の 他 の 資 産 ２６８,６０７  １,９９８  

１０４,９９４  ６４３  
建 物 ３２,２８０  １２,８５９  
土 地 ６５,０６７  ４７,８６４  
建 設 仮 勘 定 １６  １２,９３５,７９６  
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 ７,６３０  

２７,９５０  ３７９,１９７  
ソ フ ト ウ エ ア ２０,４６９  １２８,５１１  
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ７,４８０  １２８,５１１  

１３６,５９２  ２１７,７２０  
４７,８６４  ４６,００８  

△ ６４,０１７  １７１,７１２  
繰 越 利 益 剰 余 金 １７１,７１２  

７２５,４３０  
２７,８０９  

４１３  
△ １５,５３２  

１２,６９０  
７３８,１２０  

１３,６７３,９１７  １３,６７３,９１７  
純 資 産 の 部 合 計
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金

その他有価証券評価差額金

そ の 他 利 益 剰 余 金

金 融 派 生 商 品
そ の 他 の 負 債

先 物 取 引 差 金 勘 定

未 払 費 用
前 受 収 益
従 業 員 預 り 金

そ の 他 負 債
未 決 済 為 替 借
未 払 法 人 税 等

未 払 外 国 為 替
社 債
信 託 勘 定 借

外 国 為 替
外 国 他 店 預 り
売 渡 外 国 為 替

借 用 金
借 入 金

特 定 金 融 派 生 商 品
特 定 取 引 負 債

譲 渡 性 預 金
コ ー ル マ ネ ー
売 現 先 勘 定
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

特 定 取 引 資 産

有 価 証 券

買 入 金 銭 債 権

科　　　目 科　　　　目

現 金 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

預 金

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾

資 本 金
資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金

資 本 準 備 金

貸 倒 引 当 金

無 形 固 定 資 産
（ 純　資　産  の  部 ）

株 主 資 本 合 計

役 員 退 職 慰 労 引 当 金
偶 発 損 失 引 当 金

負 債 の 部 合 計

支 払 承 諾 見 返

第６５期 決算公告

平成20年6月27日

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

賞 与 引 当 金



損益計算書　
平成１９年 ４ 月 １ 日 から
平成２０年 ３ 月３１日 まで

（単位：百万円） 
科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

経　常　収　益 ３６９,６１４
　　　信　託　報　酬 ２４,９３４   
　　　資　金　運　用　収　益 ２０７,７１６   

貸 出 金 利 息 １１４,８４０   
有 価 証 券 利 息 配 当 金 ８５,４０１   
コ ー ル ロ ー ン 利 息 １,７３５   
債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 ６２５   
預 け 金 利 息 ３,３２３   
そ の 他 の 受 入 利 息 １,７８９   

　　　役　務　取　引　等　収　益 ９６,６９４   
受 入 為 替 手 数 料 １,２４７   
そ の 他 の 役 務 収 益 ９５,４４６   

　　　特　定　取　引　収　益 ２,０６３   
商 品 有 価 証 券 収 益 ４２   
特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 １,２３３   

　 そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 ７８７   
　　　そ　の　他　業　務　収　益 １５,３８３   

国 債 等 債 券 売 却 益 １５,１８５   
そ の 他 の 業 務 収 益 １９７   

　　　そ　の　他　経　常　収　益　 ２２,８２２   
株 式 等 売 却 益 １６,４２４   
そ の 他 の 経 常 収 益 ６,３９８   

経　常　費　用 ２６８,７７４
　　　資　金　調　達　費　用 ９８,７４６   

預 金 利 息 ４０,３６７   
譲 渡 性 預 金 利 息 ３,２５２   
コ ー ル マ ネ ー 利 息 ８,８５６   
売 現 先 利 息 ４,２９４   
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 １９,２８２   
借 用 金 利 息 ５,７８０   
社 債 利 息 ７,０７７   
新 株 引 受 権 付 社 債 利 息 ０   
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 ２,１８２   
そ の 他 の 支 払 利 息 ７,６５１   

　　　役　務　取　引　等　費　用 １７,７７４   
支 払 為 替 手 数 料 ６５８   
そ の 他 の 役 務 費 用 １７,１１６   

　　　特　定　取　引　費　用 ２３   
特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 ２３   

　　　そ　の　他　業　務　費　用 ９,１５８   
外 国 為 替 売 買 損 １,０７７   
国 債 等 債 券 売 却 損 ２,４１４   
国 債 等 債 券 償 還 損 ６０   
金 融 派 生 商 品 費 用 ４,３１６   
そ の 他 の 業 務 費 用 １,２８８   

　　　営　業　経　費 １００,００９   
　　　そ　の　他　経　常　費　用 ４３,０６１   

貸 出 金 償 却 ８,０７８   
株 式 等 売 却 損 １,１９０   
株 式 等 償 却 ７,４２０   
そ の 他 の 経 常 費 用 ２６,３７２   

経　常　利　益 １００,８４０
特　別　利　益 ８,７３８

　　　貸　倒　引　当　金　戻　入　益 ３,４１８   
　　　償　却　債　権　取　立　益 ３,３６１   
　　　補 償 請 求 権 損 失 引 当 金 戻 入 益　 １,９５８   

特　別　損　失 ５７１
　　　固　定　資　産　処　分　損 ４７４   
　　　そ　の　他　の　特　別　損　失 ９６   

税　引　前　当　期　純　利　益 １０９,００７
法　人　税、　住　民　税　及　び　事　業　税 ５３９
法　人　税　等　調　整　額 ４２,０００
当　期　純　利　益 ６６,４６７

（ ）



 

 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針

１. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市

場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引

については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取

引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」及

び「特定取引費用」に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日

の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日におい

て決済したものとみなした額により行っております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当期中の受払利息等に、有価証

券、金銭債権等については前期末と当期末における評価損益の増減額を、派生商品につ

いては前期末と当期末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定

額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原  価

法、その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託受益証券については決算日前１

ヵ月の市場価格の平均等、それ以外については決算日の市場価格等に基づく時価法（売

却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法

又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、

全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く。）の評価は、時価法により行ってお

ります。 

４．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附

属設備を除く。）については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

建 物  10 年～50 年 

動 産  3 年～8 年 

また、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の資産については、3 年間で均等償却す

る方法を採用しております。 

  （会計方針の変更） 

平成 19 年度税制改正に伴い、平成 19 年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく償却方法により減価償却費を計上しております。

この変更による影響は軽微であります。 



 

 

  （追加情報） 

当期より、平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産については、償却可能

限度額に達した事業年度の翌事業年度以後、残存簿価を５年間で均等償却しておりま

す。なお、これによる貸借対照表等に与える影響は軽微であります。 

(2) 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

５．繰延資産の処理方法 

株式交付費のうち、企業規模の拡大のためにする資金調達などの財務活動に係る費用

は資産として計上し、株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定

額法により償却しております。 

なお、平成18年3月31日に終了する事業年度の貸借対照表に計上した社債発行費は、「繰

延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第19号平

成18年８月11日）の経過措置に基づき従前の会計処理を適用し３年間の均等償却を行っ

ております。 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式

を除き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」

という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」と

いう。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿

価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額

を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可

能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権につ

いては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しており

ます。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債

務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的

に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実

施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法

（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。また、当該大口債務者の

うち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権

については、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する今後の一定期間に

おける予想損失額を引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実



 

 

績率等に基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢

等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店及び審査各部が資産査定

を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その査

定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から

担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見

込額として債権額から直接減額しており、その金額は 82,469百万円であります。 

(2)賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給

見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。なお、当期末は年金資

産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過しているため前

払年金費用として「その他の資産」に含めて計上しております。また、数理計算上の

差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から損

益処理 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、

役員及び執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当期末までに発生してい

ると認められる額を計上しております。 

(5) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、オフバランス取引等に関して、将来偶発的に発生する可能性の

ある損失に備えるため、以下の引当金について当該損失を事象毎に合理的に見積り、

必要と認められる額を計上しております。 

＜預金払戻損失引当金＞ 

 一定の条件を満たしたことにより負債計上を中止した預金について、預金払戻損失

引当金を計上しております。 

（追加情報） 

 負債計上を中止した預金の預金者への払戻については、従来は払戻時に損失処理し

ておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証

実務委員会報告第42号）が平成19年４月13日付で公表されたことに伴い、当事業年度

から同報告を適用し、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり引当てる方法

に変更しております。これにより、従来の方法に比べ、経常利益及び税引前当期純利

益は 6,109百万円それぞれ減少しております。 

＜補償請求権損失引当金＞ 



 

 

土地信託事業の状況により、将来、受託者として債務の立替等の負担が生じ、それ

により取得する補償請求権が毀損する可能性が高い場合に、当該損失を合理的に見積

もり、補償請求権損失引当金を計上しております。 

  （表示方法の変更） 

補償請求権損失引当金については、当事業年度から偶発損失引当金に含めて表示し

ております。  

８．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

９．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。）に

規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変

動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である

金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価してお

ります。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀

行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」と

いう。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法について

は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引

及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等

に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘ

ッジの有効性を評価しております。 

また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事

前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について

外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとし

て時価ヘッジを適用しております。 

なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、時価ヘッジあるいは金利スワッ

プの特例処理を行っております。 

10．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。 



 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式（及び出資）総額   170,468百万円 

２．現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受入れている有価証券で当期末に所

有しているものが 98,559百万円あります。これらは、売却又は（再）担保という方法で

自由に処分できる権利を有する有価証券でありますが、当期末においては当該処分をせ

ずにすべて所有しております。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額は 9,932百万円、延滞債権額は 46,572百万円でありま

す。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその

他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計

上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」と

いう。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイから

ホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営

再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であり

ます。 

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 13百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月

以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 69,122百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる

取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額

は 125,640百万円であります。 

なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。

これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる

権利を有しておりますが、その額面金額は 7,477百万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 2,504,675 百万円 

貸出金 54,535 百万円 

その他の資産 70 百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 4,312 百万円 

コールマネー 40,000 百万円 

売現先勘定 24,197 百万円 



 

 

債券貸借取引受入担保金 1,797,121 百万円 

借用金 340,000 百万円 

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代

用として、有価証券 325,793百万円を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金は 10,073百万円であります。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の

申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額

まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高

は、 2,343,393百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが 2,160,061

百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実

行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあ

りません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事

由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動

産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基

づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて

おります。 

10．三井信託銀行株式会社から承継した土地については、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額に

ついては、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成10年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１

号に定める標準地の公示価格、同条第２号に定める基準地の標準価格及び同条第３号

に定める当該事業用土地の課税台帳に登録されている価格に基づいて、合理的な調整

（時点修正、地域格差及び個別格差の補正）を行って算出しております。 

11．有形固定資産の減価償却累計額 80,771百万円 

12．有形固定資産の圧縮記帳額 3,325百万円 

13．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約

付借入金 132,500百万円が含まれております。 

14．社債は、永久劣後特約付社債 106,261百万円及び劣後特約付社債 70,000百万円であ

ります。 

15．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による

社債に対する当社の保証債務の額は 166,971百万円であります。 

16．１株当たりの純資産額246円00銭 

17．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権はありませ

ん。 

18．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務はありませ

ん。 



 

 

19．関係会社に対する金銭債権総額  36,907百万円 

20．関係会社に対する金銭債務総額  164,295百万円 

21．貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両・運搬具については、所有権移転外ファ

イナンス・リース契約により使用しております。 

22．銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445 条第 4 項（資本金の額及び準備金の額）

の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 5 分の 1 を乗じて

得た額を利益準備金として計上しております。 

当期における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、 33,004 百万円であり

ます。 

23．元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託 1,061,263 百万円、貸付信託 

862,381 百万円であります。 

24. 銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ(10)に規定する単体自己資本比率（国内基準）

は11.59％であります。 

 



 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額         6,487百万円 

役務取引等に係る収益総額          3,443百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額   975 百万円 

 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額          302 百万円 

役務取引等に係る費用総額           13,999 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額   10,442 百万円 

 

２．その他の経常費用には、偶発損失引当金繰入額 6,109 百万円、株式関連派生商品費用 

4,444 百万円、貸出金売却損 1,531 百万円を含んでおります。 

３．１株当たり当期純利益金額          47円51銭 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   29円77銭 

 ５．関連当事者との間の取引    

属性 会社等 

の名称 

住所 関係内容 取引の 

内容 

取引 

金額 

(百万円) 

科

目

期末 

残高 

(百万円)

   

資本金 

又は 

出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合 

（％） 

役員の

兼任等

事業上

の関係

    

子会社 

中央三井 

信用保証 

株式会社 

東 京 都

目黒区 

301 

ローン 

保証業 

所有 

直接 50.0

間接 36.9

－ 

保証委

託関係

住 宅 ロ ー

ン 等 に 係

る被保証 

2,888,652 － － 

なお、① 住宅ローン等に係る被保証の保証条件は商品ごとに決定しておりますが、取引金額については

当期末の被保証残高の合計額を記載しております。 

② 保証料は、各種ローン債務者から直接または当社を経由して保証会社に支払っております。 

③ 当期の代位弁済額は 1,812百万円であります。 

 



 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有

価証券」、「その他の特定取引資産」中のコマーシャル・ペーパー、並びに「買入金銭債

権」中のその他の買入金銭債権が含まれております。 

１．売買目的有価証券（平成 20 年３月 31 日現在） 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

当期の損益に含まれた 

評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 30,005 △5 

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

 貸借対照表

計上額 

（百万円） 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

国債 594,465 600,940 6,474 6,474 - 

社債 30,366 30,817 451 451 - 

その他 156,217 153,520 △2,696 310 3,006 

合計 781,049 785,278 4,228 7,235 3,006 

（注）１．時価は、当期末における市場価格等に基づいております。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの（平成20年３月31日現  

在） 

該当ありません。 

 

４．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

 取得原価 

（百万円） 

貸借対照表

計上額 

（百万円）

評価差額 

(百万円) 

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

株式 446,703 582,440 135,737 174,048 38,311 

債券 1,493,390 1,457,591 △35,799 864 36,664 

国債 1,462,354 1,426,602 △35,751 151 36,532 

地方債 1,296 1,295 △0 2 3 

社債 29,740 29,693 △46 81 128 

その他 1,206,066 1,138,138 △67,928 4,102 72,030 

合計 3,146,160 3,178,170 32,009 179,015 147,005 

（注）１．貸借対照表計上額は、株式及び投資信託受益証券については決算日

前１ヵ月の市場価格の平均等に基づいて算定された額により、また、

それ以外については、決算日の市場価格等に基づく時価により、そ

れぞれ計上したものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 



 

 

その他有価証券で時価のあるもののうち、時価が取得原価に比べて著しく下落した

ものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなし

て、当該時価をもって貸借対照表計上額とし、評価差額を当期の損失として処理（以

下、「減損処理」という。）しております。 

当期において、その他有価証券で時価のある株式等について 5,678百万円の減損処

理を行っております。 

「時価が著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において

有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。 

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先   時価が取得原価に比べて下落 

要注意先              時価が取得原価に比べて30%以上下落 

正常先               時価が取得原価に比べて30%以上下落 

 上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以上50%未

満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得原価まで回復す

る可能性があると認められる場合を除き、減損処理を実施しております。それ以外の

場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断し、減損処理を実施しており

ます。 

 なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会

社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破

綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注

意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、

破綻懸念先、要注意先以外の発行会社であります。 

５．当期中に売却した満期保有目的の債券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当ありません。 

６．当期中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 売却額(百万円) 売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

その他有価証券 3,935,454 29,970 1,286 

７．時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額（平成20年３月31日

現在） 

      金額(百万円） 

満期保有目的の債券 

 非上場外国証券 

 

3,000 

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

子会社・子法人等株式        

 

170,049 

その他有価証券 

 非上場社債 

 出資証券 

  非上場株式 

 非上場外国証券 

 

286,321 

152,994 

85,615 

9,104 



 

 

８．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成20

年３月31日現在） 

 １年以内 

(百万円) 

１ 年 超 ５ 年 以

内(百万円) 

５年超 10 年以

内(百万円) 

１０年超 

(百万円) 

債券 40,440 2,041,571 147,510 139,221

 国債 - 1,774,958 138,754 107,355

 地方債 656 487 151 -

 社債 39,784 266,125 8,604 31,866

その他 43,363 184,859 206,958 837,541

合計 83,803 2,226,431 354,468 976,763

 

 

 



 

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりで

あります。 

繰延税金資産  

貸倒引当金               35,498 百万円 

税務上の繰越欠損金           121,098 

有価証券評価損            31,241 

その他              38,841 

繰延税金資産小計            226,680 

評価性引当額           △ 60,897 

繰延税金資産合計          165,782   

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金        4,425 

その他                 24,765 

繰延税金負債合計             29,190 

繰延税金資産（負債）の純額       136,592 

           

 



(参考)

信 　託 　財 　産 　残 　高 　表
（平成２０年３月３１日現在）

中央三井信託銀行株式会社

  　 (単位：百万円）

資  　　        産 金　　　　　額 負    　　      債 金　　　　　額

貸 出 金 ６７６,８５４  金  銭 　　　信 　　　託 １,０３４,０８０  

有 価 証 券 ５,５３２  財 産 形 成 給 付 信 託 １５,４２４  

信 託 受 益 権 １,６６９  貸  付 　　　信 　　　託 ６６４,１８５  

受 託 有 価 証 券 ２６７  金 銭 信 託以外の金銭の信託 ２８７  

金 銭 債 権 ３５２  有 価 証 券 の 信 託 ２７３  

有 形 固 定 資 産 ５,４１８,２１１  金 銭 債 権 の 信 託 １,３５２  

無 形 固 定 資 産 １７,６５８  土 地 及 びその 定着 物の 信託 ８０,９９３  

そ の 他 債 権 ４９,５５４  包  括 　　　信 　　　託 ５,６３８,０９６  

銀 行 勘 定 貸 １,０５１,８３９  そ の 他 の 信 託 ３４９  

現 金 預 け 金 ２１３,１０２  

合            計 ７,４３５,０４３  合            計 ７,４３５,０４３  

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
　　　３．共同信託他社管理財産 １１３,６１４ 百万円
　　　４．元本補てん契約のある信託の貸出金６５６,２１２百万円のうち破綻先債権額は４８百万円、延滞債権額は
　　　　１６,１０１百万円、３ヵ月以上延滞債権額は５１百万円、貸出条件緩和債権額は１０,３３２百万円でありま
　　　　す。また、これらの債権額の合計額は２６,５３３百万円であります。

（付）　元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む。）の内訳は次のとおりでありま
　　　す。（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

 金    銭    信 託      　 (単位：百万円）

資  　　        産 金　　　　　額 負    　　      債 金　　　　　額

貸 出 金 ２７１,０１５  元 本 １,０６１,２６３  

有 価 証 券 ２,８１２  債 権 償 却 準 備 金 ４７  

そ の 他 ７８７,４８９  そ の 他 ５  

計 １,０６１,３１７  計 １,０６１,３１７  

 貸    付    信    託   　 (単位：百万円）

資  　　        産 金　　　　　額 負    　　      債 金　　　　　額

貸 出 金 ３８５,１９６  元 本 ８６２,３８１  

有 価 証 券 ４９９  特 別 留 保 金 ４,７４３  

そ の 他 ４８５,７４０  そ の 他 ４,３１１  

計 ８７１,４３７  計 ８７１,４３７  
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